
自営業・不動産収入等がある方は、確定申告書(写)+収支内訳書(写)+直接的経費申告書(原本)が必要です。所得証明書に追加で提出してください。

【収入金額等】の合計が、総収入となります。
（まれに、一時的収入と証明できる場合は、除外されるこ

ともあります。）

収支内訳書の【経費】のうち、鈴与健康保険組合

が認めるものは、一部の費用のみです。

鈴与健康保険組合が認める経費がある場合は、

【直接的経費申告書】に記入して下さい。

フォームは鈴与健保組合ホームページにあります。

【総収入額（確定申告書）】から

【仕入金額（収支内訳書）】と

【直接的経費申告書】を差し引いた金額が

認定基準額以内かどうかを審査します。

【鈴与健康保険組合が認める経費】

●全額認める経費●

外注工費

●条件的に求める経費●

減価償却費

→原則不可だが、同年中に購入したもので、

その内容を裏付ける書類を添付した場合は、

個別に審査します。

（レシート不可。領収書等で支払日・支払者・支払先・

購入物が明確なもの）

地代家賃

→ 住所と事業所住所が同一の場合は、50％

荷作運賃

→ 住所と事業所住所が同一の場合は、50％

水道光熱費

→ 住所と事業所住所が同一の場合は、50％

通信費

→ 住所と事業所住所が同一の場合は、50％

旅費交通費

→ 通勤に伴う費用については認めません。

混在している場合は、自己申告にて

通勤以外の金額を算出してください。

審査の過程で領収書等の確認の指示があれば、

ご協力ください。住所と事業所住所が同一の場合は、

50％

％

m●上記以外は認めません●業所住所が同一の場合は、

昨年分を提出してください。

昨年分を提出してください。

自宅住所と事業所所在地が同じ場合は、認め

られる経費が50％になる場合があります。

昨年分
昨年

昨年

令和〇


